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国土交通省 
 

 平成２５年 ４月１６日 

国海産第１３号  

   

造船業等復興支援事業費補助金交付要綱を次のとおり制定する。 

 

 

 

  

                                                                                      

               国土交通大臣 太田 昭宏 

 

 

 

造船業等復興支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 
第１条 造船業等復興支援事業費補助金（以下「復興補助金」という。）の交付については、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及びその他の法令の

定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 
 

（交付の目的） 
第２条 東日本大震災の被災地域においては、水産業は基幹産業でありその復興は地域の復興に

重要な役割を果たすものである。 

水産業の復興にあたっては、水産業にとって必要不可欠な漁業関連船舶の建造・修繕を行う

造船業の復興が重要であるが、造船業は東日本大震災による地盤沈下により、震災以前の能力

を回復するには至っておらず、地域の復興にも影を落とすこととなっている。 

そのため、復興補助金は、その交付を国が行うことにより造船業等復興支援基金（以下「基

金」という。）を造成し、当該造成を行った者（以下「基金設置法人」という。）が、その基

金を活用して、被災した造船事業者等が集約等による経営基盤の強化を目的として行う被災地

域における造船所の施設等の整備に対し、その経費の一部を補助する事業（以下「被災造船業

等集約化促進事業」という。）を行うことにより、被災地域における造船所の復興と経営基盤

の強化の両立を図り、ひいては被災地域の復興に資することを目的とする。 

 
（交付先） 

第３条 復興補助金は、国土交通大臣が非営利型法人（法人税法第２条第９号の２）に該当する一

般社団法人・一般財団法人その他の非営利法人（復興補助金に対し法人税が課されることとなる法

人を除く。）に対し、その申請に基づいて交付する。 
 

（交付の対象） 
第４条 復興補助金は、基金設置法人が、国土交通大臣が別途定める「造船業等復興支援事業実

施要領」（以下「実施要領」という。）に定める被災造船業等集約化促進事業を実施するため
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の基金を造成する事業（以下「交付対象事業」という。）を交付の対象とする。 

 

 （交付額） 

第５条 復興補助金の交付額は、定額とする。 
 

（申請手続） 
第６条 復興補助金の申請は、交付申請書（様式第１号）を別途定める日までに国土交通大臣に

提出して行うものとする。 
 

（変更申請手続） 

第７条 復興補助金の交付の決定を受けた後の事情の変更により申請の内容を変更して事業を行う

場合には、変更交付申請書（様式第２号）を速やかに国土交通大臣に提出して行うものとする。 
 

（交付の決定までの標準的期間及び通知） 
第８条 国土交通大臣は、第６条及び第７条の規定による申請書の提出があった場合には、申請

書が到達した日から起算して原則として３０日以内に、当該申請書の内容を審査し、交付の決

定（変更の決定を含む。）を行い、交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するも

のとする。 
 
（交付の条件） 

第９条 基金設置法人は、復興補助金の交付を受けて基金の造成を行うものとする。また、復興補

助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。 
一 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合には、国土交通大臣の承認を受けなければならな

い。 
二 交付対象事業が予定期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに国土交通大臣に報告して、その指示を受けなければならない。 
三 基金設置法人が、これと異なる法人（以下「事務局」という。）への委託により被災造船業

等集約化促進事業を実施するときは、基金設置法人は事務局を十分に指導監督しなければなら

ない。 
四 交付対象事業の遂行及び支出状況並びに基金設置法人により行う被災造船業等集約化促進事

業について国土交通大臣から報告を求められた場合には、速やかにその状況についての報告を

記載した書面を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 
五 交付対象事業に係る予算と決算との関係を明らかにした調書（様式第４号）を作成し、これ

を交付対象事業の完了した日（交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承

認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 
六 基金を解散する場合には、解散するときに保有する基金の残余額を国土交通大臣に報告し、

その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 
七 基金の経理について、他の事業の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基金の

使途を明らかにしておかなければならない。 
 

（申請の取下げ） 
第１０条 第８条により交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る復興補助金の交

付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、当該補助金の交付申請を取り下げ

ようとするときは、当該通知を受けた日から１０日以内にその旨を記載した書面をもって国土
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交通大臣に申し出なければならない。 
 

（復興補助金の請求） 

第１１条 第８条により交付決定通知を受け、かつ、前条の規定による申請の取り下げを行わな

い場合には、補助金支払請求書（様式第５号）を作成し、国土交通大臣に提出しなければなら

ない。 

 

（実績報告） 
第１２条 復興補助金の実績報告は、交付対象事業が完了した日から起算して３０日を経過した

日（第１６条の第１項による交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認

通知を受理した日から起算して３０日を経過した日）又は翌年度の４月１０日のいずれか早い

日までに様式第６号による事業実績報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

 
（復興補助金の額の確定等） 

第１３条 国土交通大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応

じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が復興補助金の交付の決定の内容

（第７条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき復興補助金の額を確定し、基金設置法人に通知する。 
 
（復興補助金の返還） 

第１４条 国土交通大臣は、交付すべき復興補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える復興補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還す

ることを命ずる。 
 
（是正のための措置） 

第１５条 国土交通大臣は、交付対象事業、基金の管理又は被災造船業等集約化促進事業が適切に

実施されていないと認めるときは、是正のための措置をとるべきことを基金設置法人に命ずるこ

とができる。 
 

（交付決定の取消し等） 
第１６条 国土交通大臣は、交付対象事業の全部若しくは一部を中止又は廃止する申請があった

場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第８条の交付の決定の全部若しくは一部を

取り消し、又は変更することができる。 
一 基金設置法人が、法令、本要綱又はその他の法令若しくは本要綱に基づく国土交通大臣の

処分若しくは指示等に違反した場合 

二 基金設置法人が、復興補助金を被災造船業等集約化促進事業以外の用途に使用した場合 

三 基金設置法人が、交付対象事業又は基金の管理運営に関して不正、怠慢、その他不適当な

行為をした場合 

四 基金設置法人が、事務局への委託により被災造船業等集約化促進事業を実施する場合にお

いて、事務局に対する被災造船業等集約化促進事業に係る指導監督を十分に行わない場合 

五 前四号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全

部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

２ 国土交通大臣は、前項の取消しを行った場合は、既に当該取消しに係る部分に対する復興補

助金が交付されているときは、期限を付して復興補助金の全部又は一部を国庫に返還すること
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を命ずる。 
 
（その他） 
第１７条 特別の事情により、第６条、第７条、第１０条及び第１２条に定める手続によるところ

が出来ない場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてその定めるところによるものとす

る。 
２ この要綱に定める事項については、必要が生じた場合に国土交通大臣が必要な変更を行うこと

ができるものとする。 
 

附 則 
この要綱は、平成２５年度予算成立日から適用する。 

  


